
特集●会社経営の論理と倫理

特集/会 社経営の論理と倫理

株式会社制度の改革 と経営の透明性

照 屋 行 雄

1は じめに一会社法制定の背景

神奈川 大学の照屋です。 多 くの皆様 にはす でにお会い してお ります が、今 日は じ

めてお会いする皆様 もお られ ます。それぞれの貴重 なお時間を割 いて本 日このフォー

ラムにご参加 くだ さ り、心か ら感謝 申 し上げます。私か らは40分 ほど新 「会社法」

に関す る基本的な ことをご説 明 申し上げ、一緒 に考 えたい と思ってお ります。それ

か ら、後半の40分 を税理 士 の斉藤 誠先生 に、具体的で実践的 な ことについてお話

して頂 きたい と存 じます。 よろ しくお願 い 申 し上 げます。

お手元 に配布 した資料 ですが、私 の方 の報告 レジュメは骨子 で4項 目、報告概 要

(資料含 む)で8枚 ほ ど準備いた しま した。今 日の報告 の内容 は、 ほぼその レジュメ

に基 づいて進 めたい と思います。なお、 とくに斉藤先生 の方でお話 を して頂 くと思

いますが、名古屋商工会議所 が編集担 当 されて、名 古屋大学 の浜 田先生が監修 され

たrQ&A図 解 とイ ラス トで解 る中小企 業経営者 のた めの新 ・会社 法入 門」 をお配

りして あ ります。新会社法の入 門書 として、平塚商工会議所や横 浜商 工会議所 な ど

で使 われ てお ります。大変参考になる図解入 りの入 門書です ので、 ご活用いただ き

たい と思 います。

それ では時間が限 られ てお ります ので、私の方は、会社法の全体的な内容 につい

てお話 をさせて頂 きます が、その 中で もとくに株 式会社制度の改革 と経営 の透明性

について、でき るだ け焦 点を絞 ってお話い た します。

まず 、新会社法 です が、現在(2005年11月22日)は 現行 商法 の中の会社 に関す る規

定です。 ご承知 の とお り、我 が国の会社 に関す る法規制(こ れ を会社法制 と呼んで

います)は 、商法典 が制定 され た1899年(明 治32年)以 来100年 以上 もの長期 にわ

たって、商法お よび その関連法規 において規制す る方式が採用 され てきま した。 そ
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して、今回現行 商法お よびその関連法規 が大幅 に改正 ・統合 され て新 「会社法」 と

して単独制 定 され る ことになった ものです。

新会社 法の適用 は、2006年 の5月 以降、 いわ ゆ る巷 間Xデ イ と言 われ てい る 日か

ら会社法 としてスター トす ることにな りますの で、その新会社法の制定 と概要 につ

きま してまずお話を 申し上げます。基本的な新会社法制 に関す る考 え方 とい うのは、

報告 レジ ュメのサブ タイ トル にあ ります 「会社 経営の論理 と倫理 」 とい う視点 でお

話 をす るつ も りこ とにな ります。

実は会社 法 は全文 で979条 に もなるものす ごい量 の法典で、会社 に規制 に関す る

様 々な領域 を内容 と してお ります。我が国において新 しい会社法制 がいよい よ来年

か らスター トす るとい う意味で は非常 に重要 で、新 しい時代 を迎 えた とい うことが

実感 できます。 そ して、会社 法の もとに会社 に関す るほぼすべ ての法規制が一本化

され た とい う意味では、非常 に意義 のあることと考えます。

我 々が各条文につ いて理解す る場合、 自分 の視 点や 関心に従 って個別項 目を詳細

に学習 しな けれ ばな りませ んが、それに して も非 常に長文 です ので幾っかの問題領

域 に整理 して、そ こにお ける会社法の考え方や基本規定を分析す るこ とに よって全

体 が効率的に理解 できるよ うに工夫す る必要が あ ります。

私 の方 の本 日の視点 は、 このサブタイ トル にあ ります よ うに、基本 的には会社法

制の現代化 とい う流れです が、 それ を会社経営の論理 と倫理 とい う両側面で捉 えて

解 釈 を示 したい と思 っています。 ここでの会社経 営の論理 とは、経 営者 の判 断や企

業経営 にお ける弾力性 、機 動 性、それ か ら企 業行 動の範囲の拡大 な どを問題 にす る

ものです。

また、企業経営の倫理 とい うのは、経営者 の意 思決定や企業行動 に伴 う経営責任

の明確化や リス ク管理 のシステム設計、 さらには コーポ レー ト ・ガバナ ンスのあ り

方 な どを明 らかにす る ものです。 これ らを新会社法 の基本 的な狙い もしくは規定 の

大 きな特徴 とりかいす る立場 であ ります。そ うい う視点で以下お話 を申し上げたい

と思います。

2会 社法制定の経緯

それでは レジュメに従い、まず全体的な内容か ら確認 をしてお きたい と思います。

ここで改めて確認 してお きます と、現行の商法 、新会社法 との比較 で取 りあげる場

合 には旧商法 と呼ぶ方 がよいのか も知れませ んが、明治32年 に ドイ ツや フランスの
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商法典 、法体系 でいえばいわ ゆる大陸法 と呼ばれ るヨー ロッパ系の法体系をべ一 ス

に して、それ を導入す る形で我 が国の近代 商法典 として導入 され ま した。

そ うい う意味 では大陸法の性格 を強 く受 け継 ぎ、法定主義 といいます か、かな り

法律 に規定 され た内容 に規制 され て、商人(会 社 ほか)の 商行為(経 営活動 な ど)

に関す る法規制 が厳格 に行 なわれ てきた よ うに思い ます。 しか しなが ら、第2次 世

界大戦後、 この よ うな独 仏的な大陸法 をべ 一ス とした商法に、英米 的な法体系 とい

うものがかな りの領域 で採用 され るよ うにな りま した。我 が国の商法 も英米法の影

響 を強 く受 けて、かな り改編 されて きた よ うに理解 され ます。実際 、戦後の昭和 を

商法 とともに歩んで きた私 どもの世代 は、 その よ うな商法 に対す る印象 をかな り強

く持 ってお ります。

英米 法の特徴 とい うのは、 ご存知 よ うに個々の判例 を積み上 げてい き、実践 的な

対応 を しやす くす るよ うな、そ うい う法体系です。 その よ うな特性 をもつ英米法 を

注入す ることに よって、戦後 の我 が国企業が国民経 済の発展や環境要因の変化 に対

応で きるよ うに、商法 とい うもの をそれ に合 わせ て、英米の考 え方 を導入 して発展

す る形 で改正を積 み重ね てきま した。

総 じて言 えば、従来の商法 とい うものは、 ドイツや フランス といった大陸法 とい

うものをべ一スに しなが らも、アメ リカや イギ リスにお ける判例 を積み重ねて実践

の変化 に対応 で きるよ うな法体系 として、その性格 が大 き く変わってきた ことが理

解 され ます。

そ して、随分急 ぎ足で改正が次々 と行 われ ま した。 グローバル化へ の対応、 とく

にアメ リカ方式 を基礎 に英米法の会社法規 定が どん どん導入 され 、そ うい う形で展

開 され てまい りま した。 と りわ け平成の後半、1996年 の橋本龍太 郎総理大 臣が ビッ

グバ ンいわゆる金 融 ・証券制度の大改革 を宣言 してか らですが、それ以後 、会社 法

制 にっ きま して も、急速度 に改正が進 め られ てまい りま したのは、皆 さんよ く承知

の ところだ と思います。

商法 の改正につ きま しては、お手元の別紙参 考資料1を 参考 に して頂 きたい と思

い ます が、 これ で商法改正 の大 きな流れがわか ると思い ます。今 申 し上 げま した よ

うに明治32年 に商法が制 定 され、有 限会社 法が昭和13年 に制定 されます。そ して、

戦後間 もない1950年 に大幅 な改正が行われて、以後会計規制 に関 しては、監査の充

実 とか、会計規定の整備 な どで、昭和1974年 、昭和1983年 に重要な改正 が行われま

した。

その後 も平成1997年 、それ か ら平成1999年 、平成2000年 、平成2001年 と改正が続
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きま す が 、 と くに平 成2001年 は3回 も改正 が行 わ れ 、い ず れ も重 要 で大 き な時 代 的

な変化 を示 す 改 正 とい うもの にな ります 。 さ らに2002年 、2003年 、2004年 と改 正 が

行 われ て い ます が、 そ れ は、1つ には 、 これ か ら勉 強 します 会 社 法 制 の現代 化 と い

う大 き な流 れ の 中 で 、 改IEが 積 み重 ね られ て 、 い よい よ今 年 の6月 に法 律 が通 常 国

会 を通過 し、 来年 の5月 か ら適 用 され る とい うこ とに な るわ けで す 。 会 社 法 制 の ル

ネ ッサ ンス とい われ る のは 、 そ の よ うな抜 本 的 な大 きな変化 を端 的 に言 い表 して い

る もの と思 い ます 。

3会 社法制の現代化

さて、その会社法 ですが、会社 に関す る規定 に関 しては、商法か ら全部抜 き出 し

て、会社 の設 立、株 式の発行、会社の機関、会社 の運営、そ して会社の計算(会 計 ・

監査)な どについて体系的に規定 してあ ります。

会社法制 の現代化 とい う概念 は2つ あ りま して、制定 につ いての形 式的な現代 化

と、内容 についての実質的な現代化 の2つ に大 き く分け られ ます。 形式的な現代 化

とい うのは、今の商法 はカ タ仮名 と漢字を組み まわせた、 しか も文語体によるもの

で、そ の意味では非 常に専門的な理解 が必要 です し、専門家 による解説 が必要だ と

い うことで したが、それ を平仮名 と漢字 を組み合 わせ、 しかも表現 は 口語体 とい う

ことで、 よ り分か り易 いよ うに表記 を変 えることとなった とい うこ とが大 きな特徴

であ ります。

それか ら用語 につ いて整理 してあ ります。 この間、商法 が改正 され る過程で多 く

の用語 について整理 して、その意味や解釈 を明確 に定める努力がな されてきま した。

また、商法関連 の重要 な法律 は、 これまで商法典 と、監査特例法、お よび有限会社

法の3つ が あ りま したが、それ らの3つ の法律 を一本化 して、会社 法典 とい う法律

の もとで統一的に規 定す る とい うことが課題 であったわけですが、それ を実現 した

とい うことです。 「会社法制の現代化」の意味す る形式的な現代化 は この3つ の領域 、

す なわち1)表 記 の変 更、2)用 語 の整理 、お よび3)関 連法規 の統合 に よって達成 され

た とい うことです。

我 々に とって よ り重要 なことは会社 法制 の実質的 な現代化 とい うことです。 これ

は、 これか らその内容 を勉強 してい くことにな りますが、その主な内容 は、第1に 、

コー ポ レー ト・ガバ ナ ンスの あ り方 な ど会社 関連法規問の不均衡 を是正す る とい う

こと、第2に 、社会経 済情勢 がかな り激 しい勢 いで変化 しています ので、それ に対
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して法制 面での適切 な対応 が求 め られてきた とい うことです。 そ うい う経済環境要

因の変化 に対応 す る実質 的な改正が行 われ た とい うことにな ります。

以上が現代化 とい う、メイ ンタイ トル の大 きな内容で ございます。 それ か ら会社

法 の構成 ですが、全体 で8編 、34章 か ら構成 され てお り、それ に付則 がついてお り

ます。全条文が979条 の会社 法典です。現行 の商法が499条 で、有 限会社法 が89条 、

それ か ら監査 の特例 に関す る法律 が30条 、合 わせ て全部 で618条 とい うことです。

これ らの 旧商法 関連法律 の全条文648条 が、 この度979条 か らな る会社法典 に統合 さ

れ るわけで、随分分厚 い感 じが してお ります。

新会社法 の体系 は、第 一編 が総則 、第二編 が株 式会社 に関す る規 定、第3編 が持

分会社、第 四編 が社債 に関す る規 定です。 そ して、第5編 が組織変 更等 に関す る規

定を含んで お ります。 それ に続 く外 国会社 、雑則 、罰則 を含 めます と、全体 が第8

編 で構成 され てい ます。 以上が新会社法の全体系 です。全体像 をつかんでいただ け

れ ば と思 います。

4株 式会社制度の改革

それでは次 に進みたい と思いますが、後 半の斉藤洗 生の内容 と重な るかも知れ ま

せ んが、今 回は株 式会社 に関す る制度の改革が1つ の大 きな柱 で ございます。 私 は

会社経営の論理 とい う切 り口でお話 を します ので、株式会社 に関す る制度 の改革 と

会祉設立の規制緩和 、 これがいわゆる会社 の論理 に属す る領 域 と位 置づ けてお りま

す。 なお、会社経 営の健=全性 の確保 、会社 計算 関係 の合理化 、敵対的買収へ の防衛

策強化、 これ らは会社経営 の倫理の側面 を規制す る領域 と理解 されます。 この部分

に関 しては、斉藤 先生 と分担 して解説いた します。

まず、株式会社制度 の改革 に関す る基本的 な内容 を申 し上げたい と思います。 ご

承知の よ うに有限会社 が廃止 とな ります。現在、会社形態 は株式会社 、有限会社 、

合資会社 お よび合名会社 の4形 態があ りますが、その うち有限会社 がな くな ります。

新 しい会社 法の下では、有 限会社 を設置す る ことがで きない こ とにな ります。 もち

ろん、有限会社 につきま しては、現在のまま組織変更の登記がな されない場合には、

いわゆる特例有 限会社 とい う変則 的な株式会社形態 として存続す ることが認 め られ

ます。

それ か ら、合 同会社 とい う形態 の ものが新設 され ます。 これは手元 の資料 に もあ

ります が、合同会社 とい う新 しい会社形態 とい うものが新設 された こ とが、新会社
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法 の重要 な特徴 の1つ となってお ります。結果 的に、内容 的 には有限会社 の形態 を

その まま引 き継 ぐ形 にな ります。 もちろん、合 同会社は有 限責任社員に よって構成

されます し、組織設計や利益配 当な どについて も会社の 自由な決定に委ね られます。

そ して、合 同会社 は、決 算書について も必ず しも公開す る義務 はあ りませ ん。決

算書 の作成 のためには会社 に担当者 を置 く必 要があ ります ので、決算書 を公 開 しな

くて もいい とい うこ とは中小会社に とっては経営上かな りメ リッ トのあることです。

合 同会社 の場合 、それ が強制 され ない とい うことです。 さらに、取締役 ・監査役の

設置が不 要 とな り、経営者 に とっては多 くのメ リッ トのある合 同会社 が新設 とな り

ます。

それか ら会社組織 の変更です が、 これ には大 き く異なる2つ の手続 きがあ ります。

1つ は、文字 どお り 「組織 変更」手続 で、2つ は、いわゆる 「会社 の種類 の変更」

手続です。会社法での会社形態 は、株式会社 と持分会社 か ら構 成 されます。持分会

社 は合名会社 、合資会社 お よび合 同会社 の総称 です。株式会社 か ら持分会社 のいず

れか に変 更す る こと、 またその逆の場合 は、 そのための特別 の手続 が必要 とな りま

す。 これ を 「組織変更」 と呼んでお ります。

一方
、持分会社の 中で、例 えば合 同会社か ら合名会社、合 資会社 か ら合名会社 、

合資会社 か ら合 同会社 に変 更す る場合 には、会社の定款変更 と登記 の変更手続 で こ

れ を行 な うことがで きます。 これは 「会社 の種類の変更」 とい うことにな ります。

よ り簡便 な手続 で持 分会社 間の会社形態の変更ができる とい うわけです。 とくに中

小会社 がダイナ ミックに組織再編を行 う場合 に、大きなメ リッ トを提供す もの と言

えます。

なお、合 同会社 も しくは持分会社全体に類似す るもの として、会社法上 の会社 に

は分類 され ませ んが、LLP(有 限責任事業組 合)が 設立 され ることにな ります。事

業組合ですので、法人格 を持つ会社ではあ りませ んが、機能 的には合 同会社 と類似

な機能 を持っ こ とにな ります。 以上が会社法上 の新 しい会社類型 とい うことにな り

ます。

5株 式会社の機関設計

株 式会社 の機 関設計 についてですが、今回会社法において株 式会社 の機 関設 計に

関す る重要な規制緩和 が行 われてお ります。 まず、設立の規制緩 和か ら言います と、

最低資本金 の制度 の廃止 で、1円 会社 も制度 上 は設立が可能 とな りま した。現在 、
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商法上 は最低資本 金1,000万 円で、特別 な立法 に基 づ く経済特 区において例外 的 ・

限定的 です が1円 での会社 設立 も認 め られ てい ます。 これ を恒 常化 して最低資本金

制度 を廃止す る とい うことが新会社 法の規定です。

それ か ら、現物 出資補填 の過失責任化が あ ります。現物 出資 に伴 う過 失があれ ば

その責任 を問われ るとい うこ とにな りま した。 そ して、設立後 において も、従 来検

査役調査 が必要 とな りま したが、 これ も廃 止 とい うことで株式会社設立において大

きな規制緩和が行 われ る ことにな ります。

次 に、株 式会社機 関の多様 化 についてですが 、 ここでは、 「会計 参与」の設置 と

い う新 しい制度 があ ります。 重要 なのは、株式 の譲渡 を定款で制 限す ることができ

る会社 を設立す ることがで きるとい うこ とです。 これ を 「株 式譲 渡制 限会社」 と呼

んでいます。 これ は従 って、非公 開会社 とい うことにな ります。今 の中小企業 の多

くは この 「株式譲渡制限会社」 を選択す るだろ うと予想 されます。

「株式譲渡制 限会社 」 とい うのは、会社 の発行す るすべての株式 について、定款

に定めて、その譲渡 については取締役(も しくは取締役会)の 承認 を要す る とう会

社 の ことを言 います。後 で詳 しく出て くると思います が、 「株 式譲渡制限会社」 に

つきま しては、取締役 も監査役 も設置す る ことを要 しない簡便 な会社機 関の設置 が

認 め られています。

機 関設 計については、全体 としては会計参与 を含 めて様 々な類型が ございます。

これ につ きま して はお手元 の参考資料2を 参照 して くだ さい。株式会社 の機 関設計

にっいて、詳 しい こ とは斉藤先生か らお話 がある と思いますが、現在の商法 にお け

る株 式会社 の機 関設計 と会社法上の機 関設計 との比較 を行 なって います。

大会社 の場合 、 ご承知 の よ うに資本金5億 円以上 、または直近の貸借対照表 にお

ける負債総額 が200億 円を上回 る会社の こ とです が、 この よ うな大会社 の場合 には

株 主総会 、取締役会 、監査役会 、会計監査人 とい う設 計 が1つ 。 それ か ら委員会等

設置会社 とい うものがあ ります。 この委員会 とい うのは、3つ の委員会があ り、株

式会社が これ を選択 した場合 には、株 主総会、取締役会 、会計監査人のいずれ かを

選択す るこ とができる とい うものです。委員会等設置会社 の場合 は、監査役 を設 け

ることがで きませ ん。

それか ら非大会社 の場合、 これを中小会社 として理解 して も結構だ と思いますが、

現在 の商法ではや は り株 主総会 、取締役会 、監査役 とい う3つ 機 関の設計が要求 さ

れています。 これ に対 して新会社法 においては、株 式会社 の機 関、つ ま り会社 の運

営につ きま しては必 要な機 関を設置 して合理的 に運営す るこ とができます。一方で、
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公開 してい る会社 と株 式譲渡 を制限 してい る会社 の区分 があ ります。先 ほ ど 「株式

譲渡制限会社 」 と申し上げま したが、 これ は定款 によって株 式 を譲渡す る場合 は、

株主 の承認 を得 る とい うこ とで、そ うい う意 味では好 ま しくない第3者 に対 して、

株式 の譲渡お よび保有 を拒否す ることがで きる とい う会社 です。

大会社 で あって公 開会社 の場合 は、 これ は理論 的に組 み合 わせ が2つ あ ります。

す なわち、取締役会 、監査役会 、会計監査人 とい う、 あるいは委員会等設置会社 を

選択 した場合 は、取締役会、3委 員会 と会計監査人 とい うことです。株 主総会 は必

ず設置す る ことにな ります。つま り、新 会社 法では規模 の大小 を問わず、また、公

開 ・非公 開を問わず必ず株 主総会 を設置 しな ければな りませ ん。

大会社 であって株式譲渡制限会社 の場合ですが、この場合 には取締役会、監査役

会の設置 は任 意 とい うことにな ります。 逆 に非大会社すなわち 中小会社 で公開会社

の場合 です が、この場合 には会計監査人 の設置が任意です。 中小会社で株式譲渡制

限会社 の場合 は、監査役 を設置す ることも任 意です。 もちろん、会計監査人 はこれ

を設置す る ことがで きるとい う規定になってお ります。

この よ うに、新会社 法にお ける株式会社 の機 関設計 の組 み合 わせ は、理論的には

全部で39通 りの組み合わせ がで きることになってお ります。 その 中か ら自社 の経 営

方針や組織戦 略に照 らして最 も適切 で合理的 な期 間設計 を選択す るとい うことにな

る と思います。 これが機 関設計 にかかわ る重要 な側 面の1つ と言 えます。

6企 業組織の再編

取締役 や監査役 の人数お よび任期 につ きま しては、後 に斉藤 先生にお話を してい

ただきます が、人数 につ きま しては取締役 が1名 、監査役 がゼ ロ、それか ら、任 期

につ きま しては取締役が2年 、監査役が4年 とい うこ とにな ります が、 この点は現在

の商法変 わ りません。 しか しなが ら、新会社法 では、定款 に規定す ることによって、

両者 とも最長10年 までその任期 を伸 張す る ことができるよ うにな りま した。

さらに、特例有 限会社 の役員 の任期 に関 しては、定款 に定 めることによって上限

を設 けない、す なわち任期 な しとい うことも可能 とな ります。特例有限会社 とい う

のは、現在 の有 限会社がそのまま、新 しい会社法 が適用 された以後 も組織変更 を し

なけれ ば、現在 の有限会社 は継続す ることにな ります。 この従来 の有 限会社 を特例

有 限会社 といいますが、 この特例有限会社 の場合 は、定款 に規定すれ ば、任期 を定

めな くて もいい、半永久的に経営者 が取締役 に就 くことが可能 とな るとい うこ とで

12
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す。

例 えば、創 業期 において有能 な取締役 の リー ダー シ ップ を期待 して、その会社 の

運営 を一定期 間継続的 に当該 取締役 に委ね る必要 の生 じた 中小会社 に とって は、重

要な選択権 を確保 した こ とにな ります。 もちろん、それ を選択す るか どうか は、そ

の企業の 自由です し、その決 定か らもた らされ る利益 と リスクはすべ て当該会社 に

帰属す るこ とはい うまで もあ りませ ん。

株式 の譲 渡制限については先ほ ど申 し上げま したが、そ の譲渡制限につい ては非

常 に容易 にな った とい うこ とが言 える と思います。一部種類の株 式についての譲渡

制限を設 けるこ ともで きます し、 「種類株 式」す なわ ち幾つ かの種類 の株 式は、発

行後 に譲渡制限 を規定す るこ とも可能 です。 もち ろん、相続 ・合併にお ける譲渡制

限株式 を取得す ることも可能 とな ります。 この よ うに、株式 の譲渡制 限が極 めて容

易 になった とい うことです。

それ か ら、社債発行 につ きま して も、資金調 達のための発行が非常に広 く認 め ら

れ ることにな りま した。取締役会 を設置 しない会社 も社債発行が可能です し、特例

有限会社 、持分会社 につ いて も社債 の発行が可能 とな ります。特例有限会社 は株 式

会社の類型 に属 します ので、新株 予約権 について も認 め られ ます。 これであ らゆる

会社形態 で、その資金調達 の方法が多様 になる とい う効果 が期待で きます。 この点

も、新 会社法 の もつ重要 な論理 の一環 である とい えます。

次 に、会社組織再編の規制緩和 に関す る問題です。会社組織 の再編 につ きま して

は、企業がその環境変化 、 あるいは会社 生き残 りのた めに様 々に組織的対応 を行 な

うとい う場合 、会社法 は基本 的には規制緩和 の方 向で法制度的に支援す るこ とにな

りま した。 これ も今 回改正 され る新 しい会社法 の重要 な特徴で ございます。 これ に

は幾つかの具体的 な規制緩 和 のた めの規定が あ ります が、1つ は、合 併対価 の柔軟

化の措置 です。従来です と、合併交付金 は株 式の交付 お よび金銭等の交付 に よって

行 われ てきま したが、 これ については金銭そ の他 の財産 に よって、場合 に よっては

金銭だ けで もできるよ うに解禁す ることにな りま した。

2つ には、い わゆる三角合併 の採用です。三角合併 について よ く言 われ るのは、

親会社 の株式 を交付す るこ とによって、その対価 を支払 うとい う制度が代表的です。

とくに外 国会社 が 日本 にお ける会社 のM&Aを 行 う時に、 この三角合併 を用 い る こ

とによって組織再編 が促進 され ることが 可能 とな ります。 しか しなが ら、 これは企

業防衛 に対す る準備期 間を用意す るた めに、新会社法 の施行 後1年 間その適用 を延

期す ることにな りま した。
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それ に加 えて、組 織再編 の行為 については、要件の緩和が規定 されてお ります。

取締役 会の決議 で、組織再編 を行 う際に、そ の要件 は非常 に緩 和 され るよ うになっ

た とい うことです。 も う1つ 、略式の組 織再編行為 につい て も、今 回新 しく導入 さ

れてお ります。90%以 上の議 決 とい うものが あ りますが、略式 で組織再編 を行 うと

い うことで、極端言 うと株式総会の決議 も要せずに組織 の再編 を行 うこともで きる

とい うことです。略式組織再編の行為規定 も大 きな特徴 とな ってお ります。非公開

の会社 では、略式組織再編の行 為に よ り合 併等 を通 じて子会社 となった場合 に、株

主総会 の議決 を行 わず に組織再編 を行 える とい うことが可能 とな ります。 なお、敵

対的買収 に対す る防衛策 も重要な会社法の規 定内容 となってお ります。

私 の方 は前半部分 とい うことで、今まで 申 し上げた新会社法 にお ける株式会社制

度 の改革や会社組織再編の規 制緩和について基本的な規制部分 をお話いた しま した。

以上 で私の報告 を終 了致 します。熱心にお聞 きいただ き、あ りが とうございま し

た。
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〈添付資料〉

照屋行雄氏の基調講演 にお ける報告 レジュメ を示せ ば、次の とお りであ る。実際

の講演 では、 この レジュメに即 しなが らも時間の制約 によ り上記載録 の内容 となっ

た。

***

1プ ロロー グ 会社法制の現代化

① 日本 にお ける会社法制の体系化

② 株式会社経営の合理化 と透 明化

2新 会社法の制 定 とその概要

(1)旧 商法の改正 と新会社法の制定

① 日本商法典の法的性格i

ll

② 旧商法 の制定 と改正経過一i

ll

③ 新会社法の制定と施行i

ll

② 形式的現代語化と実質的内容改正

① 新会社法制定の基本方針一i

ll

② 会社法制の形式 的現代化一i

ll

...

111

③ 会社法制 の実質的現代化一一i

ll

(3>新 会社法の構成と条文

① 新会社法の編章構成

② 新会社法の体系

・
1

"皿

・
1

…
■

ヨー ロッパ大陸法 の導入

英米法 の影響

明治32年 制定 と戦後の改正

旧商法 の主 な改正経過

金融 ・経済 ・会計 ビッグ ・バ ンへ の

対応

経 済社会 の変化 と会社 法制 の適合性

「会社法制の現代化に関する要綱案」

会社に関する規制の範囲

平仮名 口語体による表記

用語の整理 と解釈等の明確化

商法関連3法 律の統一法典化

会社諸制度間の規律不均衡の是正

社会経済情勢の変化に対応する実質

改正

全体で8編34章 ・附則 の構成

全条文979条 の会社法典

第一編 総則 第一章～第四章

第二編 株式会社 第一章～第 九章
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3株 式会社制度の改革

(1)会 社類型の新体系と組織変更

① 有限会社の廃止

16

② 合同会社の新設

③ 組織変更と種類変更

② 株式会社の機関設計

① 会社設立の規制緩和

② 株式会社機関の多様化

③ 取締役 ・監査役 の任免

…皿

.W

v

.M

面

…皿

第三編 持分会社:=章 ～第人章

第 四編 社債 第一章～第三章

第 五編 組織変更等 第一章～第五章

第 六編 外 国会社

第 七編 雑則 第一章 ～第五章

第 八編 罰則

i有 限会社 と株式会社の統合

ll特 例有限会社 の許容

iii有 限会社 の3大 メ リッ ト

i有 限責任社員 の会社類型

ll組 織設計 ・利益配 当の 自由

iii決 算書の公 開義務 な し

1V取 締役会 ・監査役の設置不要

i「 組織変更」 と特別手続

ll「 会社 の種類 の変更 」 と定款変更
..
111LLP(有 限責任 事業組合)の 導入

i最 低資本金制度 の廃 止

i現 物 出資填補 の過失責任化

111事 後設 立の検査役調査廃止

i「 会計参与」の設置

i株 主総会 と取締役 の必置

ih株 式譲渡制限の中小会社/9類 型

iv株 式譲渡制限の大会社/4類 型

v公 開中小会社/5類 型

vi公 開大会社/2類 型(参 考資料2)

i員 数は取締役1名 お よび監査役ゼ ロ

ll任 期 は取締役2年 お よび監査役4年

iii定 款規定で両者 とも最長lo年

iv定 款規 定で特例有限会社 は任期 な し
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(3)株 式 の譲 渡制 限制度 と社債 の発行

① 株 式の譲渡制 限制度i一 部 の種類 の株式 についての譲渡 制

限

llr種 類株式 」発行後 の譲 渡制限規 定

..
111相 続 ・合併 に よる譲渡制限株 式の取

得

② 社債発行 に よる資金調達一i取 締役会不設置株式会社 も社債発行

可能

ll特 例 有限会社 ・持分会社 も社債発行

可能
...特 例 有限会社 は新株予約権 の発行 可

能

4会 社組織再編の規制緩和

(1)合 併対価の柔軟化

① 交付金合併の全面解禁i

ll

血

② 三角合併 の採用i

ll

③ 柔軟化適用の延期i

11

② 簡易組織再編行為の要件緩和

① 取締役会決議での再編一i

lt

血

② 簡易組織再編への異議i

ll

並

(3)略 式組織再編行 為の導入

① 被支配会社の総会決議i

ll

② 株式譲渡制限会社の支配一i

消滅会社の株主等への金銭等交付

「金銭その他の財産」の範囲

交付する対価割当理由書の開示

親会社株式の交付による合併等

外国会社によるM&A促 進

企業防衛策に対する準備期間

新会社法の施行後1年延期

吸収合併 の場合 の20%基 準

吸収分割 の場合の20%基 準

株式 交換 の場合の20%基 準

当該株式会社 の特別決議 の定足数

総株 主の議決権 に対す る割合 の1/3

定足数 の1/6の いずれ か小 さい割合

総株主の議決権の90%以上保有

株主総会決議の支配

株式譲渡制限会社間の組織再編
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ll

③ 組織 再編実務上 の影響J.

ll

5エ ピロー グ 会社経営 の健全性

① 株主 自治 と経営者の責任

② 企業統治 の強化 とリスク管理

略式組織再編の株主総会決議

議決権株の90%保有で総会決議不要

株式公開買付等による合併 ・子会社

化
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